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「さいたま市立向小学校わかばの会」 会則 

 

第１章  総 則 

 

第1条 【名称および事務所】 

この会は、「さいたま市立向小学校わかばの会」と称し、その略称を「向小わかばの会」 

とする。そしてその事務所を下記住所の学校内におく。 

〒336-0042 

さいたま市南区大谷口 5437 

 

第2条 【目 的】 

この会は保護者と教職員とが協力して、家庭と学校と社会における児童の健全な育成をは

かり、あわせて会員相互の親睦をはかる。 

 

第3条 【方 針】 

この会は第 2 条の目的達成を本旨とする自主独立の団体として、次の方針に従って、活動

する。 

１．学校教育を理解し、振興・後援する。 

２．学校、地域社会および目的を同じくする機関や団体と協力する。 

３．政治・宗教に関与することなく、あわせて営利を目的としない。 

 

第4条 【会 員】 

この会は、向小学校に在籍する児童の保護者および教職員で組織する。 

１．会員はすべて平等の権利と義務を持つ。 

２．会員は会費を負担する。 

 

第5条 【活 動】 

この会は第 2 条の目的達成をめざして、全会員の協力のもと次の活動を行う。 

１．児童の教育環境を増進するための活動。 

２．学校・学年・学級間の連絡調整。 

３．会員の文化教養、健康増進、親睦に役立つ活動。 

４．機関紙の発行。 

５．その他、ベルマーク収集・ボランティア活動等、この会の目的達成に必要な活動。 

 

第２章  組 織 

 

第6条 【組 織】 

この会は、役員・監事・委員・一般会員をもって構成する。 

１．役員は、この会を総合的に統括する。 

２．監事は、この会の会計を監査する。 
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３．委員は、各学級・学年・地区における委員会の代表として、各委員会活動を行う。 

４．一般会員は、役員・委員と協力して、第 5 条に定める活動を行う。 

第３章  役員および監事 

 

第7条 【役員および監事】 

この会は、会長 1 名、副会長 3 名程度、書記 2 名、会計 3 名の役員と監事 2 名をおく。 

 

第8条 【役員および監事の選出】 

役員および監事は会員中より別に定める役員・監事選出規定により選出し、総会の承認を

得るものとする。但し、副会長 1 名および会計 1 名は教職員より選出する。 

 

第9条 【任 期】 

役員および監事の任期は 1 年とする。但し、再任は妨げない。 

 

第10条 【任 務】 

１．会長は、この会を代表し、会務を総括する。 

２．副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は、その職務を代行する。 

３．書記は、各種会議の記録をする。 

４．会計は、会計事務を処理し、総会に報告する。 

５．監事は、会計事務を監査し、総会に報告する。 

 

第４章  委 員 

 

第 11条 【委員会の構成】 

１．この会に、次の委員会を置く。 

（１）学級専門委員会 

（２）広報専門委員会 

（３）環境安全専門委員会 

（４）文化専門委員会 

（５）役員選出委員会 

（６）地区専門委員会 

２．各委員会は、若干名の委員により構成する。 

 

第 12条 【各委員会の役割】 

１．学級専門委員会は、学年および学級内の連絡調整・地域行事等への参加に関する事項

を行う。 

２．広報専門委員会は、広報活動に関する事項を行う。 

３．環境安全専門委員会は、児童の教育環境、生活環境などの整備・改善に関する事項を

行う。 

４．文化専門委員会は、文化教養に関する事項を行う。 
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５．役員選出委員会は、役員および監事の選出に関する事項を行う。 

６．地区専門委員会は、通学に関する事項を行う。 

第 13条 【各委員会の役職者】 

１．各委員会に委員長および副委員長を置く。 

２．委員長は各委員会を代表し、委員会を招集する。 

３．副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行する。 

 

第 14条 【委員会の運営】 

１．各委員会の運営は、委員会により行う。 

２．各委員会は、必要に応じて随時開くことができる。 

 

第 15 条 【その他の委員会】 

環境安全専門委員と地区専門委員とで、校外指導委員会を構成する。 

（１） 校外指導委員会（地区内の安全に関すること） 

 

第 16 条 【その他の活動】 

一般会員は次のような活動を、それぞれの委員会に協力して行う。 

１．ベルマーク活動（学級専門委員会） 

２．その他のボランティア活動（担当委員会はそのつど決定する。） 

 

第５章  会 議 

 

第 17 条 【会 議】 

１．この会の会議は、以下の通りとする。 

総会、全体委員会、運営委員会、本部役員会、各委員会 

２．総会・全体委員会・運営委員会・本部役員会は、会長が招集する。 

３．各委員会は、各委員長が招集する。 

４．総会の議長は、役員・委員以外の出席会員の中から選出する。 

５．校長は、各種会議に出席して意見を述べることができる。 

 

第18条 【総 会】 

総会は全会員で構成し、定期総会と臨時総会とする。 

１．定期総会は、毎年 1 回年度初めに開催し、次の事項を審議する。 

（１）活動報告・決算報告・会計監査報告の審議承認 

（２）役員および監事の選出報告・承認 

（３）新年度活動計画、並びに予算案の審議承認 

（４）会則の制定、改廃の審議承認 

（５）その他、必要事項の審議 

２．臨時総会は、運営委員会が必要と認めた時、または会員の 10 分の 1 以上の要請があ

った場合に開催する。 

 

第19条 【全体委員会】 
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全体委員会は、役員および委員をもって構成し、必要に応じて開催する。 

総会に次ぐ決議機関とし、決定事項は総会に報告する。 

第20条 【運営委員会】 

運営委員会は、役員、各専門委員会委員長・副委員長 1 名、各学年の学級専門委員の代表

1 名をもって構成し、原則として各学期１回以上開催し、次の任務を行う。 

１．本会の運営、並びに活動に関すること。 

２．総会、並びに全体委員会に提出する事項の作成。 

３．必要に応じ、特別委員会を設けることができる。 

４．運営委員に欠員が生じた場合の補充に関すること。 

 

第21条 【委員会】 

各委員会は、各委員会の意向を運営委員会に提案し、運営委員会の決定事項に基づき、実

施方法を検討・実施する。 

 

第22条 【決 議】 

１．各会議の定足数は、会員総数および委員総数（委任状を含む）の 3 分の 1 以上を原則

とする。 

２．会議の議決は、出席者（委任状を含む）の過半数で決める。 

 

第６章  会 計 

 

第23条 【会 計】 

この会の経費は、会費とその他の収入をもってこれにあてる。 

１．会費は、１家庭月額２００円とする。 

２．この会の経費の会計は、総会において承認された予算に基づいて行う。 

３．決算は、会計監査を経て総会の承認を得る。 

４．この会の会計年度は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

第 24 条 【教育振興費】 

児童の教育効果を上げるため、教育振興費を徴収することができる。 

１．教育振興費は、児童１人月額７０円とし、その会計は前条に準ずる。 

 

第７章  慶 弔 

第 25 条 【慶弔・見舞い】 

会員または児童の慶弔事に当たっては、次の規定により慶弔金および見舞金をおくる。ま

た、返礼は受けないものとする。 

１．教職員の結婚・出産のとき・・・・・・・・・・・・ ３，０００円 

２．教職員の転退職のとき ・・・・・・・・・・・・・ ３，０００円 

３．教職員の家族死亡のとき(一親等まで)・・・・・・・ ５，０００円 

４．会員・児童の死亡のとき・・・・・・・・・・・・・ ５，０００円 
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５．会員・児童が１４日以上入院したとき・・・・・・・ ３，０００円 

６．その他、不慮の事故・災害等が生じた場合、考慮する。 

 

第 8 章  付 則 

 

１．本会は、平成 10 年 4 月 1 日を設立日とする。 

２．この会は次の帳簿を備え、会員は原則として会長に申し出て閲覧することができ

る。 

（１）役員・委員名簿 

（２）総会・全体委員会･運営委員会・各委員会の議事録 

（３）その他の書類 

３．本会則を執行する上に必要な規定を、運営委員会で決定することができる。 

４．本会則は、平成１０年４月１日より執行する。 

＊平成１２年５月１７日に一部改正決定、同日より執行する。 

＊平成１３年６月５日に一部改正決定、同日より執行する。 

＊平成１４年５月１６日に一部改正決定、同日より執行する。 

＊平成１７年５月１３日に一部改正決定、同日より執行する。 

＊平成１８年５月１９日に一部改正決定、同日より執行する。 

＊平成２０年５月１３日に一部改正決定、平成２１年４月１日より執行する。 

＊平成２６年１月２１日に一部改正決定、平成２６年４月１日より執行する。 

＊令和元年５月９日に一部改正決定、同日より執行する。 

＊令和２年７月３１日に一部改正決定、同日より執行する。 
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役員・監事選出規定 

 

１．役員・監事選出委員会 

（１）本委員会は、役員・監事候補者選出に関する一切を行い、その結果を総会に報告し

承認を受けた後、解散する。 

 （２）本委員会は、１～５年の各学年より２名、教職員２名の計１２名をもって構成する。 

（３）本委員会は、会長の招集により第１回目を開き、互選により委員長１名、副委員長

２名を選出する。 

（４）第２回目以降は選出委員長の招集で開催し、任務を遂行する。 

 

２．役員・監事の選出方法 

（１）選出委員会は、全会員より会長候補者（自薦、他薦）を募り、本人の同意を得て公

表する。その後、全会員による無記名投票により多数決をもって決定する。但し、

候補者 が１名の場合は全会員による信任投票を行い、投票総数の過半数の得票を

もって決定する。 

（２）選出委員会は、次期会長が決定したあと、全会員に知らせ、その後、副会長・書記・

会計・監事について全会員より候補者（自薦、他薦）を募る。但し、２月末までに

複数回にわたり会長候補者を募ったにもかかわらず、会長を決定できない際には、

副会長・書記・会計・監事について全会員より候補者を募ることができる。 

（３）選出委員会は、候補者の中より委員の総意として役員候補者を選考し、本人の承諾

を得てから総会において承認を得る。 

 

３．その他 

（１）役員・監事に欠員が生じた場合、補充することができる。任期は前任者の残任期間

とし、選出方法は規定に準じて行う。 

（２）選出委員は、役員候補者になることはできない。止むを得ず役員候補者になる場合

は、直ちにその職を離れなければならない。 

（３）本規定は、平成１０年４月１日より執行する。 

＊平成１２年５月１７日に、一部改正決定、同日より執行する。 

＊平成１３年６月５日に一部改正決定、同日より執行する。 

＊平成１４年５月１６日に一部改正決定、同日より執行する。 

＊平成１５年５月１５日に一部改正決定、同日より執行する。 

＊平成２８年３月４日に一部改正決定、同日より執行する。 

 

 


